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ＪＡＦ加盟クラブ エーアールシーとびうめ 

（ＴＯＢＩＵＭＥ） 



公             示 

本競技会は一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）の公認

のもとに国際自動車連盟（ＦＩＡ）のＦＩＡ国際モータースポーツ競技規

則およびその付則に準拠したＪＡＦの国内競技規則およびその付則、

2017 年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定、スピード行事競

技開催規定、ＪＭＲＣ九州ダートトライアル統一規則ならびに本競技会特

別規則に従い準国内競技として開催される。     

 

第１条 競技会の名称  

 ＪＡＦ九州ジムカーナ選手権第６戦・ＪＭＲＣオールスター選抜第６戦  

 とびうめジムカーナフェスティバル’１7 

第２条  競技種目 

 四輪自動車によるタイムトライアル（ジムカーナ） 

第３条  格式及び競技会公認番号  

 ＪＡＦ公認準国内競技          公認番号 2017- 5025 

第４条 オーガナイザー       

 ＪＡＦ加盟クラブ エーアールシーとびうめ（TOBIUME） 

代表者 立川 仁 

  所在地 〒818-0104 福岡県太宰府市通古賀２－３－４７ 

オートショップ サンハウス内 

エーアールシーとびうめ事務局 

ＴＥＬ 092-925-0708 ＦＡＸ 092-929-4968 

   e-mail：sunhouse@minos.ocn.ne.jp 

 Website ：http://www.geocities.jp/a_r_c_tobiume/ 

第５条 大会事務局及び参加申込場所                 

 第４条に同じ。（担当 榊 淳一 090-3733-2934） 

第６条 競技会開催場所  

 スピードパーク恋の浦 ジムカーナコース  

      〒811-3307 福岡県福津市渡 641（恋の浦ガーデン内）   

       TEL（0940）52-7171 FAX（0940）52-7172 

第７条 競技会開催日及びタイムスケジュール 

 ＊開 催 日                 2017 年 7 月 9 日(日) 

 ＊公 式 受 付                 ８：１５～９：００  

 ＊公 式 車 検                 ８：２０～９：１０ 

 ＊コースオープン（慣熟歩行）                  ８：３０～９：２０ 

 ＊ドライバーズ ブリーフィング                  ９：３０～   

 ＊第 1 ヒ ー ト 開 始                １０：００～    

 ＊コースオープン（慣熟歩行）                第 1 ヒート終了後４０分間 

 ＊第 ２ ヒ ー ト 開 始                第 1 ヒート終了５０分後  

 ＊表 彰 式                １５：３０～（予定） 

第８条  大会役員及び競技会役員      

【組織委員会】      

 ＊組 織 委 員 長        : 榊   淳 一   

 ＊組 織 委 員        : 榊   雅 史：平 木 勝 己    

【競技会役員】 

 ＊審 査 委 員 長        : 橋 本 和 信（ＪＭＲＣ九州派遣）   

 ＊審 査 委 員         : 中 川 康 隆 

 ＊競 技 長        : 立 川  仁 

 ＊副 競 技 長        : 清 水 久 司 

 ＊コース委員長        : 清 水 久 司 

 ＊計 時 委 員 長        : 山 村 武 史 

 ＊技 術 委 員 長        : 立 川  仁 

 ＊救 急 委 員 長        : 萩 尾 隆 徳 

 ＊事 務 局 長        : 榊   淳 一 

第９条 参加受付及び参加費用 

 1）受 付 期 間       2017 年 6 月 12 日（月）～7 月 4 日（火）必着     

 2）参 加 料        

  ・地方選手権クラス・・・・・・・・・・・・・・・ ￥１４,０００ 

  ・地方選手権クラス（学生割引）・・・・・・・・ ￥１０,０００ 

 ・サポートクラス（オープンクラス）・・・・・・・￥１０,０００ 

  ・サポートクラス（クローズドクラス）・・・・・・・ ￥３,０００ 

    （別途共済加入料￥1,000 必要な場合あり） 

  ・2016 年度九州学生チャンピオンシリーズ成績優秀者および学生に

     対しての特別割引有り（JMRC 九州会則第 15 条）。    

 ３）JMRＣ九州統一申込書（JMRＣ九州webサイトにてダウンロード 

   可）に必要事項を記入し、署名捺印のうえ上記参加料（現金）を添 

   え現金書留にて上記期間中に第５条の事務局宛て申し込むこと。 

 ４）参加受理書 は発行しない。 

第１０条 参加拒否及び取消（参加受理書は発行しない）  

  大会オーガナイザーは国内競技規則 4-19 に従い、理由を明示するこ

 となく参加を拒否する権限を 有する。この場合参加料は返却手数料

 ￥1,000 を差引き返還する。但し、参加受理後に参加を取り消した場

 合は、その参加料は返却され ない。 

第１１条 参加者及び競技運転者（ドライバー） 

 ＊選手権クラス    

１）参加者は、有効なＪＡＦ競技参加者許可証の所持者でなければな

 らない。ただし競技運転者は参加者を兼ねることができる。    

２）競技運転者は、有効な自動車運転免許証と、有効なＪＡＦ競技運

 転者許可証国内Ｂ級以上の所持者でなければならない。 

３）同一運転者は１クラスのみ１度（同一車両）参加できる。又同一

車両による重複参加は２名まで認める。  

 ＊ＪＡＦ選手権対象外サポートクラス 

  ①クローズドクラス：ライセンスを有さない者（有効な自動車運転免 

   許証を所 持している事） 

  ②オープンクラス：ライセンス及び有効な自動車運転免許 証を有し、

   シリーズでのポイント獲得を求めない者。 

③同一車両の重複参加は制限しない。 

＊各クラス共通 

   １）競技運転者は、競技中に有効な 1,000 万円（オープン/クロー 

    ズド部門は 200 万円）以上の傷害保険又はＪＭＲＣ全国共同共済

    に加入している者。なお、当日受付時に、その保険証書（コピー 

    可）もしくはＪＭＲＣ九州発行のメンバーズカードを持参し提示 

    すること。他地区からの参加者は、所属地区の発行したＪＭＲＣ 

    全国共同共済加入を証明するものを当日受付にて提示する事。 

   ２）上記傷害保険または共済未加入の競技運転者は、競技会当日受付 

    に於て 1,000 円を支払い、ＪＭＲＣ九州共済を申し込む事が出来

    る（JMRC 九州未加入の者は 200 万円まで保証されるが、その 

    効力は当該競技会終了をもって消滅する。ただし、次競技会まで 

    にライセンスを取得し JMRC 九州会員に加入することにより当 

    該年度内有効となる。また選手権クラスに参加する場合は JMRC

    九州加盟のクラブ員として入会する事。） 

   ３）以上により当日参加受付にて保険加入の確認が出来ない者は、競 

    技に参加出来ない。 

   ４）警察、行政関係により処罰もしくは疑義のあるものは参加できな 

    い。      

   ５）競技運転者の変更は認めない。 

   ６）満２０歳未満の競技運転者は、参加申込みに際し親権者の承諾書 

    をオーガナイザーに提出しなければならない。 

第１２条 参加台数  

 全クラスを通じ 120 台までとする。 

第１３条 参加車両  

 １）2017 年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編スピード車両規定及びＪ 

   MRC 九州統一規則に合致した車両とす る。     

 ２）オープン、クローズドクラスは、 1） の車両、及び国土交通省登 

   録ナンバー付保安基準適合車両とする。 

 ３）競技車両の変更申請は、必要書類添付にて公式受付終了時までとし、

   競技会審査委員会の承認を得る事。（同一部門、同一クラスにかぎる） 

第１４条 競技クラス区分（過給装置係数 1.7 倍、ﾛｰﾀﾘｰ係数 1.0 倍） 

 １）選手権クラス（ＪＡＦ九州選手権、ＪＭＲＣオールスター選抜） 

＊Ｂ部門  

   ・Ｂ1 クラス：全ての軽 4 輪の B 車両 

＊ＰＮ部門                   

   ・ＰＮ1 クラス：気筒容積 1600cc 以下の 2 輪駆動（ＦＦ・ＦＲ）

            のＰＮ・ＡＥ車両  

   ・ＰＮ2 クラス：気筒容積 1600cc を超える 2 輪駆動（ＦＦ・Ｆ 

             Ｒ）のＰＮ・ＡＥ車両 

   ・ＰＮ3 クラス：全ての 4WD のＰＮ・ＡＥ車両 

   ＊ＰＮ部門のタイヤは 2017 年全日本統一規則の参加車両規則に 

    準ずる。  

＊ＳA 部門                   

 ・ＳA1 クラス：全ての 2 輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両 

 ・ＳA2 クラス：全ての 4 輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両 

 ＊ＳＡ部門のタイヤは 2017 年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編ス 

  ピード車両規定に準ずる（通称Ｓタイヤ可）。 

＊ＳC 部門 

 ・ＳC クラス：排気量区分・駆動方式区分無しのＳC 車両 

 ＊ＳＣ部門のタイヤは 2017 年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編ス 

    ピード車両規定に準ずる。 

 ２）サポートクラス（ＪＡＦ選手権対象外） 

 ・オープンクラス：ライセンス要、車両区分無し。 

 ・クローズドクラス：ライセンス不要、車両区分無し。 

 ３）B 部門は下記のタイヤの使用が認められない。 

  ブリヂストン：520Ｓ・540Ｓ・55Ｓ・11Ｓ・11A、2.0/4.0 

  ダンロップ  ：93Ｊ・98Ｊ・01Ｊ・02Ｇ・03Ｇ・Z2-β・α  

  ヨコハマ  ：021・032・038・039・048・050・A-08B 

  トーヨー  ：ＦＭ9Ｒ・08Ｒ・881・888 

  グッドイヤー：ＲＳｓｐｏｒｔ－86S・Ｒ２・Ｒ３・Ｒ４・VSpec 

  但し、上記タイヤがラべリング認定された場合は使用禁止タイヤから 
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  除く。シリーズ期間内でも、これに準ずると判断されたタイヤは使用 

  不可になる場合がある。又、海外製タイヤを含む通称Ｓタイヤ及び縦 

  溝のみのタイヤは使用不可とする。 

第１５条 参加者及び競技運転者の厳守事項  

 １）競技運転者は、ヘルメット（スピード行事競技用ヘルメットに関す

  る指導要綱に適合するもの）、指先まで覆うグローブ、シューズ、レー

  シングスーツ（サポートクラスは難燃性の長袖、長ズボンでも可）の 

  着用を義務付ける。 

 ２）参加者およびドライバーは、競技期間中競技会場において薬物等に

  よって精神状態を繕ったり、飲酒してはならない。 

 ３）パドック内は全てパドック委員の指示に従い、徐行とする。 

 ４）車検の終了した車両は、技術委員長の許可なく、競技会終了まで 

  会場外へ持ち出すことが出来ない。   

 ５）表彰対象者は、必ずレーシングスーツ着用の上、表彰式へ出席する

  事（サポートクラスを除く）。    

第１６条 公式車両検査（車検）       

 1）参加者は車両と共に指定の時間内に、所定の公式車両 検査を受け 

  なければならない。 

 ２）公式車両検査を受けない車両及び車検の結果不適切と判断された 

  車両は出場を拒否する。 

 ３）技術委員長は、安全性について不適切と判断した箇所については 

  修正を命ずる。修正不可能な場合は、出走を拒否する。 

 ４）競技終了後、上位車両は再車検を行う。（サポートクラスを除く） 

 ５）全ての車両はターボタイマーの使用を禁止する(含配線)。 

 ６）競技番号（ゼッケン）は公式車両検査前までに左右の側面に４辺 

  を完全にテーピングする事。 

第１７条 ドライバーズブリーフィング 

 １）競技長はタイムスケジュールに従い、競技会審査委員会の出席のも

  とでブリーフィングを開催する。 

 2）ドライバーはブリーフィング開始から終了まで出席していなければ 

 ならない。遅刻を含みこれに違反した場合はペナルティの対 象となる。 

第１８条 競技コース 

 競技コースは、競技会審査委員会に承認されたものが公式通知として掲

 示される。 

第１９条 コースオープン（慣熟歩行） 

 １）タイムスケジュールに従い、歩行とする。  

 ２）慣熟歩行は、公式車検終了後行うことが望ましい。但しサービス員

  等が車検に立ち会う場合はこの限りではない。 

第２０条 スタート方式及び計時 

 １）スタート方式はランニングスタートとする。 

 ２）スタートは原則としてゼッケン順に行う。但し重複参加や再出走等

  により出走順及び出走クラスが前後、交錯する場合がある。 

 ３）スタートの合図は、国旗によって行われる。 

 ４）計測は、競技車両が最初のコントロールラインを横切った時より開

  始し、最終のコントロールラインを横切った時に終了する。  

 ５）計測は、自動計測機器にて 1/1000 秒まで計測し、その計測結果 

  を成績とする。 

  ６）メイン計測器のトラブルによる計測不能の場合に限り、独立したバ

  ックアップ自動計測器のタイムを成績とする。       

 ７）アナウンスによるタイム、ペナルティー、成績等は参考であり、こ

  れらに関する抗議は一切 受け付けない。 

第２１条 順位決定 

 本競技会は原則として２ヒートで行い、その内の良好なヒートのタイム

 を採用し最終順位とする。同タイムの場合は、下記に従い順位を決定す

 る。 

  １）セカンドタイムの良好な者。 

  ２）排気量の小さい順。 

  ３）競技会審査委員会の決定による。 

第２２条 信号表示 

 旗信号に関し下記の通り定める。 

*国 旗：スタート合図として用いる。 

*黄     旗      ：パイロンタッチ（接触,転倒,移動）脱輪時、真上に提 

           示する。 

*赤    旗      ：危険有り直ちに停止せよ。 

*黒 旗      ：ミスコース、コースアウト。 

*緑    旗      ：コースがクリアされた。     

*チェッカー旗      ：ゴール合図として用いる。 

第２３条 競技上のペナルティー     

 1）パイロンタッチ：コース上のマーカー（パイロン）の接触、移 動、 

  または転倒と判定された場合は、１回につき５秒を当該ヒートの走行 

  タイムに加算する。 

 ２）脱輪は一輪につき５秒を加算する。（４輪以上同時脱輪はコースア

  ウト） 

 ３）ミスコース、ショートカット、コースアウトと判断された場合は、

  当該ヒートの結果を無効（ＤＮＦ）とする。 

 ４）反則スタートは、当該ヒートの走行タイムに５秒を加算する。 

 ５）スタートの指示に従わない場合は、当該ヒートの出走権利を失う 

 ６）競技役員によりリタイヤ、競技継続不可能又は危険と判断された 

  場合、及び走行中に他の援助（競技役員を含む）を得た場合は、当該 

  ヒートの結果を無効（ＤＮＦ）とする。 

 ７）スタート後３分以内にゴールしない場合は当該ヒートの結果を無効

 （ＤＮＦ）とする。 

 ８）コントロールラインに設置してある計測機器に車両等が接触した場

  合は当該ヒートを無効とする。 

第２４条 抗議 

 １）自分が不当に処遇されていると判断する参加者は、抗議する権利を

  持つ。 

 ２）国内競技規則に従い、抗議を行う場合は書面により理由を明記し抗

  議料を添えて競技長に提出すること。 

 ３）抗議内容が車両規定の場合、抗議対象となった車輛の分解検査等に

  要した費用は、その抗議が正当と裁定されなかった場合は抗議提出者、       

  正当と裁定された場合は抗 議対象者が負担する。この分解検査に要 

  した費用は競技会技術委員長が算定する。  

 ４）抗議料は正当と裁定された場合、及び競技会審査委員会が返還を決

  定した場合に限り返還される。  

 ５）審判員がその役務遂行中の行った判 定に対しては、いかなる 抗議

  も受け付けられない。（国内競技規則 12-6）      

 ６）抗議に対する裁定は、競技会審査委員会が行い、抗議者に宣告され

  る。     

第２５条 抗議の制限時間      

 １）技術委員の決定に対する抗議は、決定直後とする。     

 ２）競技中の過失及び反則に関する抗議は、その競技運転者のゴール後

  ３０分以内とする。   

 ３）競技成績に関する抗議は、そのクラスの暫定結果発表後３０分以内

  とする。      

第２６条 損害の補償  

 １）参加者及び競技運転者は、参加車両及び付属品等の損傷、盗難、紛

  失等の損害及び会場の施設、器物を破損させた場合の補償等、理由の 

  如何に関わらず各自が責任を負わなければならない。  

 ２）参加者、競技運転者、サービス員等はＪＡＦ及びオーガナイザーの

  大会役員、競技役員が一切の損害補償の責任を免除さ れていること 

  を了承しなければならない。すなわち、大会役員、競技役員がその役 

  務遂行に起 因するものであっても、参加者、競技運転者、サービス員

  等、観客、大会役員の死亡、負傷、車両の損害に対して一切の損害賠 

  償責任を負わないものとする。   

第２７条 本規則の解釈      

 本規則及び競技に関する諸規則や公式通知の解釈に疑義が生じた場 合

 は、書面にて質疑申し立てする事が出来る。これに対しては競技会審査

 委員会の決定を最終とし、関係当事者に口頭にて通知される。 

第２８条 競技会の成立、延期、中止、短縮      

 １）保安上、又は不可抗力のため競技会実施あるいは続行が困難になっ

  た場合、競技会審査委員会の決定により競技の成立、延期、 中止、短

  縮を行う場合がある。 

 ２）競技会は第１ヒートが終了した時点で成立する。 

第２９条 賞典（参加台数により、賞典を制限する場合がある）  

 ＊選手権クラス    １位～３位 ＪＡＦ賞・副賞  

             ４位～６位  副賞  

 ＊サポートクラス   １位～６位  副賞   

第３０条 その他     

 １）本規則発行後、ＪＡＦに於て決定された事項は、全て本規則書に優

  先する。 

 ２）本規則書に記載されていない事項については、ＪＡＦ国内競技規則

  とその付則、2017 年ＪＡＦ日本ジムカーナ／ダートトラ イアル選 

  手権規定及び、ＪＭＲＣ九州統一規則書に準拠する。 

３）ＪＡＦライセンス無しの参加者は、ＪＡＦスポーツ資格登録規定に

  従い JAF 競技運転者許可証国内Ｂ級の申請資格を取得できる。  

以上 

                   大会組織委員長 榊 淳一 


